
ゴルフ場利用税の非課税適用の利用に係る証明願兼証明書（国民スポーツ大会用）

年　　月　　日

大阪府教育長　様

申  請  者

住　  　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　氏名又は
名　　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　地方税法第75条の３第１号に規定するゴルフ場利用税の非課税の適用を受けるために必要がありますので、別添の一覧に記載の者が国民スポーツ大会の選手であり、国民スポーツ大会（予選会を含む。）のゴルフ競技として下記とおりゴルフ場を利用することを証明願います。

記

	国民体スポーツ大会の名称等
	種別
	国民スポーツ大会　・　国民スポーツ大会の予選会

	
	主催者
	

	
	大会名
	

	利用するゴルフ場の名称等
	所在地
	

	
	名称
	

	
	利用期間
	　　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号

前記のとおりであることを証明します。

年　　月　　日

大 阪 府 教 育 長　　　印
国民スポーツ大会のゴルフ競技としてゴルフ場を利用する選手は、次のとおり非課税適用の申告手続きをゴルフ場ごとにしていただくことにより、ゴルフ場利用税は非課税となります。

【地方税法】

（ゴルフ場利用税の納税義務者等） 

第七十五条　ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 

（年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税） 

第七十五条の二　道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合（次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。）においては、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。 

一　年齢十八歳未満の者
二　年齢七十歳以上の者
三　第二十三条第一項第九号に規定する障害者（前二号に掲げる者を除く。）
（国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税） 

第七十五条の三　前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。 

一　スポーツ基本法（平成二十三年法律第七十八号）第二十六条第一項に規定する国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民スポーツ大会のゴルフ競技*としてゴルフを行う場合（道府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。）の当該ゴルフ場の利用

二　学校教育法第一条に規定する学校（幼稚園を除く。）の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引

率する教員が当該学校の教育活動（総務省令で定めるものに限る。）としてゴルフを行う場合（当該

学校の学長又は校長がその旨を証明する場合に限る。）の当該ゴルフ場の利用
【大阪府税規則】

(ゴルフ場利用税の非課税の申告手続)
第二十五条の三
１　略
２　法第七十五条の三の規定の適用を受けようとするときは、知事が別に定めるところにより、申告書に次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付して、当該ゴルフ場利用税の特別徴収義務者を経由して知事に提出するとともに、本人確認書類を当該特別徴収義務者に提示しなければならない。
一　法第七十五条の三第一号に掲げる利用
　都道府県知事又は都道府県の教育委員会が発行するスポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手であることの証明書
二　略
 年齢１８歳未満、年齢７０歳以上、地方税法に規定する障害者の方（ゴルフ場の利用日現在）の取扱い 
国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手であるか否かに関わらず、年少者、高齢者、障がい者のゴルフ場の利用として非課税適用の申告手続きをゴルフ場ごとにしていただくことにより、ゴルフ場利用税は非課税となります。ゴルフ場利用税非課税適用申告書（様式第19号(その1)）、若しくはゴルフ場利用税非課税適用共同申告書（様式第20号(その1)）及びゴルフ場利用税非課税適用共同申告書一覧表（様式第20号の2(その1)）に必要事項を記載していただき、これをゴルフ場の利用時に、ゴルフ場（ゴルフ場利用税の特別徴収義務者）の窓口に提出してください。その際、本人確認書類（運転免許証、学生証、生徒手帳、住民基本台帳カード(顔写真付き)又はそれらの写し）も併せて提示してください。ゴルフ場利用税非課税適用(共同)申告書に「国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手である旨の証明書」を添付していただく必要はありません。
（任意様式）





ゴルフ場利用税非課税適用申告書（様式第19号(その1)）、若しくはゴルフ場利用税非課税適用共同申告書（様式第20号(その1)）及びゴルフ場利用税非課税適用共同申告書一覧表（様式第20号の2(その1)）に必要事項を記載していただき、ゴルフ場の利用時に、道府県知事又は道府県の教育委員会が発行した「国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手である旨の証明書（写し可）」を添付して、ゴルフ場（ゴルフ場利用税の特別徴収義務者）の窓口に提出してください。その際、本人確認書類（運転免許証、学生証、顔写真付き住民基本台帳カードなど、又はそれらの写し）も併せて提示してください。





注 年齢要件のため、就業者、学生等、障がい者の別を問いません。





≪スポーツ基本法≫


（国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会） 


第二十六条 　国民スポーツ大会は、公益財団法人日本スポーツ協会（昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。）、国及び開催地の都道府県が共同して開催するものとし、これらの開催者が定める方法により選出された選手が参加して総合的に運動競技をするものとする。 








